
相続⽣産性
勤務弁護⼠1名・事務局2名だけで実現！

売上が弁護⼠数に依存する時代は終わります
相続業界に新しい⾵を吹かせる⼈物は

なにを考え、どのような未来を⾒据えているのか？！

実施すべきは事務員との業務分担！

弁護⼠は書⾯チェックと⾯談対応・調停に出るだけ！

未経験の事務員が半年で育つカリキュラム

弁護⼠と事務員の業務分担割合２対８を実現！

お申込みはこちらから
【お申込み期限】銀⾏振り込み：開催⽇6⽇前まで

クレジットカード：開催⽇4⽇前まで
※祝⽇や連休により変動する場合もございます

弁護⼠の⽣産性4倍を実現した
弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所の事例

・事務局活⽤に必須となる「組織⽂化」の根付かせ⽅
・弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所のキャリアパス・評価制度・組織図
・相続業務標準化、権限移譲の⼿法
・勤務弁護⼠、事務スタッフ座談会

弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所
代表弁護⼠ 

豪�華�セ�ミ�ナ�ー�参�加�特�典 相続事業⽴ち上げついて
各事務所に合わせた⽅針をご提案！
取り組むための具体的なアクションがわかる！

無料経営相談（60分）

第1講座

第2講座

第3講座

第4講座

「⽣産性向上」が法律事務所に必要な理由

・相続事務所の成⻑ステップ、モデル組織体制
・法律事務所業界が抱える⼈的課題とマネジメント時流解説
・弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所の成功事例紹介

明⽇から実践してもらいたいこと

・市場環境に左右されず持続的な事務所の成⻑を実現するためのポイント
・講座内容を明⽇から実践するためのポイント

株式会社船井総合研究所
⼠業⽀援部
弁護⼠グループ_2
マネージャー

講座内容講座 講師

相続事務所が⽣産性を上げるための取り組み事例

・業務標準化、平準化の考え⽅
・相続業務のマニュアル化と今すぐ使える業務効率化ツール
・企業内⽂化構築のためのPMVV、経営⽅針策定事例紹介
・評価制度構築、働き⽅改⾰事例解説
・⽣産性向上のための値付け改⾰

株式会社船井総合研究所
⼠業⽀援部
弁護⼠グループ_2

菰⽥�泰隆�⽒

鈴⽊�ゆたか

植⽊�諒

⼤⼭�貴幸

株式会社船井総合研究所
⼠業⽀援部
弁護⼠グループ_2
チーフコンサルタント

●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社⻑onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へ�ご⼊会中のお客様のお申込みに適⽤となります。�

税抜��20,000円������������������������������������／⼀名様
税抜��16,000円������������������������������������／⼀名様

⼀般価格
会員価格

（税込22,000円）
（税込17,600円）

右記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。
または、船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、右上検索窓にお問い合わせNO.119434を⼊⼒、検索ください。

※お電話・メールでのセミナーお申込みは承っておりません。お申込みに関してよくあるご質問は「船井総研�FAQ」と検索しご確認ください。
船井総研セミナー事務局�E-mail：�������������������������������������������������������������������������������TEL：0120-964-000�(平⽇9:30〜17:30）seminar271@funaisoken.co.jp�

⽇時・会場

受講料

お問い合わせ

お申込み⽅法

開催概要

弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所
代表弁護⼠ 菰⽥�泰隆⽒

119434

船井総合研究所が�新オフィス�からお届けする「新時代の経営指針」
これからの法律業界をリードする事業主必⾒！

事務局活⽤で弁護⼠の⽣産性を4倍にするセミナー S119434

分業制で
億円達成１

AI（GPT）を活⽤して⾯談記録を瞬時に作成

⾰命

オンラインにて開催
2024年 ⽉10⽉21⽇

開始�14：30▶終了�17：30（ログイン開始：14:00〜）

⽕10⽉22⽇ ⽔10⽉30⽇ ⽊10⽉31⽇



⽣�性

で

�円超�円超

��⼠と事�局の�業制��⼠と事�局の�業制

��⼠���⽥���律事��代���⼠。�理⼠・��保�労�⼠��保
有のトリプルホルダー。開業当�より相�に�⼒し、��事件だけでなく�
�や申告など⼿�きまで��するワンストップ体制を構築。
2020年には�律事��では�しい、百��の中に「相�LOUNGE」を開�し
⼤成功を�める。相��野におけるトップランナーである。

��⼠���⽥���律事��

�代���⼠ 菰田 泰隆

44�、相�売上 を�現�

相��野の担当者は����⼠1�・事�局1�・パラリーガル1�のみ�
�律⽤�も知らない未��の事�員が半年で�つカリキュラムで�現�

��⼠だけで事件を�える時代が�わります

【�⼒��】モデル事��へ�別インタビュー
「��⼠が採⽤できないから売上が�びない」を�える

��⼠の採⽤�で�業制を決��

Q.1 ��⼠と事�局の�業制を�えられたきっかけは何でしたか�

当事��は採⽤��をベースに�年1�は��⼠を�⽤していました
が、事��を�きでいてくれてもご��が��となる��など、�し
�ない理由で��する��⼠が�き、�年にわたって�属��⼠�を
�やすことができませんでした。
また昨�の採⽤�も��し、事��の����と��⼠の採⽤・�成
スピードが�わなくなり、いかに��⼠の�を�やさずに売上を上げ
るかという�点が必�になりました。
ですので、狙って�業制に�⼿したということではなく、必�に�ら
れて�業制にせざるを得なかったというのが�情です。

�⽥
先⽣

1 2

Q.2

�業制を成功させるにはマニュアル�だけでは不⼗�

Q.2Q.2 �業制を�現するために��しないといけない点はありますか�

�⽥
先⽣

弁護士と事務局の分業制を成功させるには大きく2つの観点から取り組ま

なければいけないことがあります。

それは①��体制（マネジメント）の��と②業�の棚卸しです。
分業制に興味を持った方からご質問いただくのは業務マニュアルの作成

方法や事務員の育成方法がほとんどなのですが、私は分業制を成功させ

るために最も重要なことは、「��⼠が��⼠��の必�な業�のみに�
中し、���のスタッフがそれ��のことをフォローしていく体制が�
�として⽣�性が�い」という考え方をいかに所内に根付かせるかだと
考えています。そのために私の事務所はどうあるべきか、ということを

常に口にし作成したPMVV（パーパス・ミッション・ビジョン・バリュ

ー）も所内で事あるごとに伝え続けています。

��⼠の頭の中を�て���することができたら�ち

�⽥
先⽣

�業を成功させるためには��⼠・事�員の双�が�件処理の�体��
や��の⾒�しを同レベルで理�する必�があります。そのために��
⼠の頭の中にある�てのことを���させなくてはいけません。また、
ただ���するのではなく、�律の知識がない事�員でも理�できる形

Q.3 業�の棚卸し・���・マニュアル�を�現するためには�
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�⽥
先⽣

で���することが重�です。そのため業�を���させそれを棚卸�
に落としたり、受任した事�で�たな論点が発⽣した�には�たなフォ
ーマット（書⾯の作成指⽰書のようなもの）を作成しています。
ちなみに現在では������の申立書のフォーマットだけでも25種�
まで�えています。これに�えて�留���・���、��作成や��
��書など、�件を受任するごとにフォーマットをアップデートしてい
るような状況です。

これらのフォーマットや業�の棚卸し�を使い、いつまでに何の��が
必�なのかを受任時に��⼠・事�員・パラリーガルの3�で共有しま
す。��⼠がどれだけ頭の中�を���して�えられるかが�業�成功
の�となり、当�⾯�がる��⼠も�在します。そのため、このタイミ
ングでボスが粘り�く「�⼤�でも�が�になる」ことを�え、��⼠
にやり切らせることが成功のポイントです。また�事�などはGPTなど
を利⽤し��に�来上がるようにし、業�負担の軽減を�っています。

Q.4

�内���・⾯�等を�て��し��コンテンツへ

事�員の�成体制・��はどのようなものですか�

�⽥
先⽣

事�員の�成は�律⽤�が�からないところからスタートするため、�
くの��事�に�れさせ知識を�やすことが成�につながります。
そこでお��との⾯�（�可�得�）や�内の打ち�わせ、�内���
などを�て��し��させています。この��履歴はキントーンから�
理者が��でき、��の��によって�しい事�をどの事�員に担当さ
せるのか決�するための��材料にできています。

3 4

Q.5

柔�な働き�を�現し、採⽤�に��・離��⽌へ

�⽥
先⽣

�業制を�現するには優�な�材を採⽤することが不可�だと�えてい
ます。そこでうちの事��では①テレワークと②スーパーフレックスを
��することで優�な�材の採⽤と離��⽌を�現しています。
テレワーク制の�現のために、スマートフォンの貸�やFAXのオンライ
ン�、�料のペーパーレス�を�し�めています。そのためオフィスは
��フリーアドレスになっており、PC1つあればどこに�っても仕事が
できるようになっています。
�に②スーパーフレックス�は⼀��業で��しているところは�どな
いため優�な�材�得につながり、さらに�⼒な離��⽌の��になっ
ていると思います。
時間も場�も�らず⽉160時間��のみを�しており、この仕�みの元で
��した�はなかなか他の�業で�めることは�しいのではないかと�
えています。

優�な�材の採⽤の採⽤はどのように�現されたのですか�

��は相�LOUNGEとホームページから

Q.6

�⽥
先⽣

当事��の他事��との�別���の1つはやはり
「相�LOUNGE」だと思います。ここからは年間
600件前�の相�のご相�が発⽣しています。
もちろん相�の内�はインターネット�由と異な

��⼿�について簡単に�えてください

り、ふわっとしたご相�もいただくので��⼠の⾯�⼒アップは�かせ
ません。そのため�内では��に⾯�のロープレも��しています。
相�の専⾨サイトもありますが、こちらは現在��中です。



01 弁護⼠数に左右されない事務所成⻑
弁護⼠だけでなく事務員も採⽤難になっていく！？

いま、分業制に取り組むべき

ここまで弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所�菰⽥泰隆⽒の取り組みについ
てまとめさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
ご挨拶が遅くなりました。私は株式会社船井総合研究所の植⽊諒と申
します。現在、全国各地の法律事務所のお⼿伝いを⾏っております。

今回、本レポートをお読みいただいている⽅へお伝えしたいことがあ
ります。それは「これからの法律事務所は分業制をとるべき」という
ことです。近年の弁護⼠業界は採⽤難・⼈件費の⾼騰・広告費の⾼騰
など様々な課題に直⾯しています。私はそれらを解決する1つの答えが
この分業制だと考えています。本レポートでは、分業制をとり相続分

⻑らく続く弁護⼠採⽤難により多くの事務所で計画通りに⼈員を確保することができず、
⼈材採⽤が事務所成⻑のボトルネックになっています。弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所に
おいても同様の課題に直⾯され、分業制という形をとることで乗り越えられました。

育成就労
特定技能

1号

つの理由

野で成⻑し続ける法律事務所の事例を参考に、皆様に法律事務所が分業制をとるべき3つの
理由を解説させていただきます。

業務標準化・マニュアル化の効果は無限⼤
属⼈性の排除で品質統⼀・向上、受任⼒向上にも寄与

他業務・他分野への展開が容易
法律事務所におけるすべての業務において展開可能

相続業務の分業制のために作成したマニュアルは他業務に⽣かす
ことも可能です。家事事件の場合、裁判⼿続きの流れは⼤きく変
わらないため調停申⽴書や書証の作成⽅法は⼀度マニュアル化し
てしまえば離婚を筆頭に⺠事事件の処理においても活⽤すること
ができます。そのほかにも財産調査や預⾦の名義変更⼿続きで培
ったノウハウは管財事件などでも活⽤でき、将来的に事務所の業
務分野を広げる⾜掛かりになりえます。
分業制は⽣産性を上げるだけでなく事務所の成⻑スピード向上に
も寄与することがわかりました。今後の法律事務所経営にとって
必須の取り組みといえるでしょう。

5 6

株式会社船井総合研究所
⼠業⽀援部�弁護⼠グループ

マネージャー

植⽊�諒

３
02

03変わらない合格者数・増え続ける企業内弁護⼠ニーズ・弁護⼠の働き⽅の多様化

2022年に⽰された法曹⼈⼝政策に関する当⾯の対処⽅針により、今後も司法試験合格者
数は1,400名前後を推移することが想定されています。さらに企業内弁護⼠のニーズは
年々増えており現在では3,000名以上の登録数が確認されています。また弁護⼠のキャリ
アの選択肢も増えたことで「渉外事務所」か「街弁」かといった選択肢以外の候補が選ば
れるようになり、年々弁護⼠の採⽤ハードルは上がっています。

事務員採⽤が今以上に厳しくなる前に良い⼈材を採⽤・育成

最低賃⾦の上昇などにより事務員採⽤も少しずつ難化していますが、弁護⼠より遥かに採
⽤しやすい環境にあります。弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所ではフルリモート・フルフレ
ックスといった働きやすい環境を構築し優秀な事務員を雇⽤し定着させることに成功され
ており、これが今後の⼈材戦略の成功パターンとなっていくと考えられます。 ▲マニュアルの⼀例

属⼈性の排除により業務品質向上・顧客満⾜の向上

業務効率化でできた時間で受任⼒向上のための取り組みを実施

⼀般的に、相続業務は属⼈性が⾼く標準化・分業化させることが難しく、事務員の参画
できる業務範囲は⼩さいものだと⾔われていました。しかし弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事
務所では弁護⼠と事務員が分業して事件を解決することで圧倒的な事件処理件数を実現
されています。そのため結果的に弁護⼠・事務員ともに他事務所を凌駕する経験値を溜
めることができ、⾼品質な法的サービスを提供することができています。
また、業務の標準化やマニュアル化によって顧客への寄り添いといったきめ細やかな対
応まで⾒える化したため、⾼い顧客満⾜度を得ることができています。

事件を弁護⼠・事務員が正確に把握するためには問い合わせ段階のヒアリングが⾮常に
重要になります。弁護⼠法⼈菰⽥総合法律事務所ではこのヒアリングを30〜40分ほどじ
っくり時間をかけて実施され、その後の事件処理をスムーズに進められています。
これにより⾯談時には顧客へ提案すべき答えが出ていることが多く、⾯談時間の削減に
繋がっています。しかしこの取り組みは諸刃の剣で⾯談時間が短くなると相談者のグリ
ップが難しくなり受任率の低下を招いてしまいます。そのため⾼頻度で⾯談ロープレを
実施し、弁護⼠の提案⼒・顧客対応⼒の向上を図っています。
ロープレも分業によって空いた時間によって実施されており、弁護⼠の負担を増やすこ
となく受任⼒を⾼めることができています。


